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■第２４１回食品安全委員会■【動薬】【農薬】【添加物】

日時：平成２０年６月５日（木）　１４：００～１５：００

場所：食品安全委員会　大会議室

傍聴者数：１９名

議事概要：

（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（照会）

１）動物用医薬品等（専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品又は医療機器をいう。以下同

じ。）のうち、動物用医薬品等取締規則（平成１６年農林水産省令第１０７号）第２４条で規定する対象動物に該当しない動物で

あって愛がん用のものを対象とする動物用医薬品等についての承認、再審査又は再評価を行う場合

・農林水産省から説明。

・食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認され

た。

＜参考＞

愛がん用であり食用としないウサギ用の動物用医薬品の承認申請が予定されていることから、食品としてのリスク評価の必要

がないとして良いかというものです。

（２）食本安全基本法第２４条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

○農薬６品目

１）オキサジクロメホン

２）トリルフルアニド

３）ピリプロキシフェン

４）プロチオコナゾール

５）ジメテナミド

６）ペンディメタリン

○動物用医薬品２品目

７）エプリノメクチンを有効成分とする牛の内部寄生虫及び外部寄生虫駆除剤（エプリネックス トピカル）

８）トビシリンを有効成分とするすずき目魚類の飼料添加剤（水産用フジペニン４０、水産用フジペニン２０、水産用フジペニン

Ｐ）の再審査・農薬６品目について厚生労働省から、動物用医薬品２品目について

・農林水産省から説明。

・農薬６品目については農薬専門調査会で、動物用医薬品２品目については動物用医薬品専門調査会で、審議することと

なった。

＜参考＞

１）除草剤で、水稲に登録があり、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

２）殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。とうがらし等へのインポートトレランス（国外で使用される農薬等に係る残

留基準）申請がされています。

３）殺虫剤で、メロン、トマト等に登録があり、クランベリーへのインポートトレランス申請がされています。

４）殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。小麦、大麦等へのインポートトレランス申請がされています。

５）除草剤で、キャベツ、大豆等に登録があり、光学活性体であるジメテナミドＰに関して、キャベツ、えだまめ等への適用が申

請されています。

６）除草剤、はくさい、ねぎ等に登録があり、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

５）、６）はポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

７）牛の内部寄生虫及び外部寄生虫の駆除を目的として使用されます。

８）すずき目魚類のレンサ球菌症の死亡率の低下を目的として使用されます。

（３）添加物専門調査会における審議状況について

１）「２，３－ジメチルピラジン」に関する意見・情報の募集について

２）「２，５－ジメチルピラジン」に関する意見・情報の募集について

３）「２，６－ジメチルピラジン」に関する意見・情報の募集について

・事務局から説明。

・取りまとめられた評価書（案）について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。

＜参考＞

１）～３）生落花生、緑茶等に天然に存在するほか、加熱調理、焙煎により生成する成分です。欧米では清涼飲料等の様々な

加工食品において香りを再現し、風味を向上させるために添加されています。

（４）食品安全基本法第２４条に基づく委員会の意見の聴取について

１）動物用医薬品「リファキシミン」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明。
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・「リファキシミンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．０００４５ｍｇ/ｋｇ体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機

関（厚生労働省）へ通知されることとなった。

２）動物用医薬品「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン（ＭＧ 生ワクチン（ＮＢＩ））の再審査」に係る食品健康

影響評価について

・事務局から説明。

・「本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられ

る。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省及び農林水産省）へ通知されることとなった。

３）動物用医薬品「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（Ｇ２１０株）生ワクチン（“京都微研”ポールセーバーＭＧ）の再審査」

に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明。

・「本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられ

る。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省及び農林水産省）へ通知されることとなった。

４）動物用医薬品「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン（ＭＧ 生ワクチン（ＮＢＩ））の再審査」に係る食品健康

影響評価について

・事務局から説明。

・「本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられ

る。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省及び農林水産省）へ通知されることとなった。

５）動物用医薬品「トリレオウイルス感染症生ワクチン（ノビリス Ｒｅｏ １１３３）の再審査」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明。

・「本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられ

る。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省及び農林水産省）へ通知されることとなった。

６）動物用医薬品「トルトラズリルを有効成分とする牛及び豚の強制経口剤（牛用バイコックス、豚用バイコックス）」に係る食品

健康影響評価について

・事務局から説明。

・「本製剤の主剤であるトルトラズリルの一日摂取許容量（ＡＤＩ）（０．０１ｍｇ/ｋｇ体重/日）を見直す必要性はないと考えられ

る。また、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考え

られる。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（農林水産省）へ通知されることとなった。

＜参考＞

１）抗菌剤で、海外において、牛の乳房炎などの治療に用いられています。

２）～４）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染による鶏の産卵率低下の軽減を目的とした鶏用の生ワクチンです。

５）トリレオウイルス感染症の予防を目的とした鶏用の生ワクチンです。

６）コクシジウム病の発病防止を目的とした牛及び豚の経口剤です。

（５）第７６回国際獣疫事務局（ＯＩＥ）総会の概要について

・農林水産省から説明。

＜参考＞

新たに３０カ国のＢＳＥステータスが採択されるなどの報告がありました。

（６）食品安全委員会の５月の運営について

・事務局から報告。
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